作業受委託契約書

　　　　　　年産の作物について、下記のとおり契約する。
　

１．受委託する作業は、出荷を含む全作業とする。

２．受委託水田の所在及び面積、作物名は下記のとおりとする。

３．本契約の有効期間は、作業開始から対象作物の収穫までとする。
　ただし、特別の理由が生じたときは、両者協議のうえ解約することができる。

４．受委託料金は、両者協議のうえ決定する。

５．本契約に定めのない事項については、両者がその都度協議のうえ決定する。

なお、この契約書は２通作成し、両者において各１通を保管する。



　　年　　月　　日

委託者　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
受託者　住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
	地　名　地　番
	　面　積（㎡）
	作　物　名

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



※契約した作物に対して水田活用の直接支払交付金を申請する農業者は、大野市農業再生協議会に契約書の写しをご提出下さい。










交付金の申請には以下のことにご注意願います。　

①受託者が、経営所得安定対策等交付金の申請をしていない場合は、交付金の対象とはなりません。
②受託者及び委託者、地名地番は水稲生産実施計画書及び経営所得安定対策等交付金等営農計画書（助成金申請書） 兼 水稲共済加入申込書 兼 変更届出書と同一にしてください。
③契約面積と現地確認面積に相違がある場合は、少ない方の面積が交付金の対象となります。
④対象作物の確認が出来ない場合は、交付金の対象とはなりません。
⑤提出期限は、交付申請年度の６月３０日までとします。



























	≪事務局≫
〒912-0015　大野市中挾１丁目1601-1
大野市職業訓練センター内（(一財)越前おおの農林樂舎 内）
大野市農業再生協議会
電話（0779）64－5562
FAX （0779）66－1142



